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［様式９－１］       福祉サービス等第三者評価結果 

 総 合 評 価  

 

受診施設名  
社会福祉法人 舞鶴学園 

タンポポこども園  
施設  

種別  
幼保連携型認定こども園  

評価機関名  一般社団法人  京都府保育協会  

                                              

令和 ７ 年 ２ 月 ２８ 日  

総   評 

 タンポポこども園は「社会福祉法人舞鶴学園」「児童養護施設舞鶴学

園（タンポポハウス）」から平成13年「タンポポハウス」として認可さ

れ、令和２年４月「幼保連携型認定こども園」に移行した、のどかな田

園風景に囲まれた自然豊かなこども園です。 

「子どもが現在を最も良く生き 望ましい未来を作りだす力の基礎を

培う」の理念の下「児童憲章」の精神を基本に、子どもの人権を尊重

し、豊かな人間性を持つ子供の成長を願い、教育・保育に力を注いでい

ます。 

園長はじめ職員は、一人ひとりの関わりを大切に愛情豊かに優しく語

りかけ、一人ひとりの子どもの気持ちや状態に寄り添い、子どもの行動

を見ながら適切な援助を行い、一人ひとりの主体性を重んじる保育を実

践しています。 

園長は保育の質の向上を目指し研修委員会を設置し、日々の保育内

容、行事、月間指導計画等を振り返り、評価・反省・見直しをPDCAサイ

クルに基づき実施し、外部講師を招き園内研修、公開保育に取り組んで

います。 

令和６年11月に「保育者の専門性の向上のために園がすべきこと」の

課題のもと舞鶴市の保育者を始め、幼児教育関係者、大学教授、自治体

等対象に「日常の保育を改善する学びの場として」のテ－マで０歳～５

歳のクラスの公開保育を実施しています。 

特に良かった点

(※) 

 

 地域の福祉ニーズにもとづく公益的な事業活動については、園独自

で舞鶴自衛隊と法人間で緊急登庁支援の協力に関する協定を締結

し、有事の際、自衛隊の子どもを預かるなど、地域の福祉ニーズを

把握し、子育てサポートに取り組んでいます。また、高校生の体験

学習やインターンシップの職場体験等、学校教育にも貢献し、地域

活動を支援する等、積極的に取り組んでいます。 

 

 安心安全な福祉サービスの提供を目的とするリスクマネジメントに

ついて、子どもの安心と安全を確保するためリスクマネジメント会

議を月１回行い、「ヒヤリハット報告」「事故報告書」等の事例の

収集を積極的に実施し、原因分析と改善策、再発防止の検討を行う

よう取り組んでいます。 

 

 主体的な生活や遊びの保障については、どの保育室にも遊びのコー

ナーを作り、子どもの手の届く所に発達に合わせた手作りの玩具や

絵本があり、子どもが興味を持って遊んだり、作ったものを置い

て、継続的に遊んだりして、じっくり取り組める時間と場所を保障

するよう努めています。 
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特に改善が 

望まれる点(※) 

 中・長期的なビジョンと計画の明確化について、中・長期の事業計

画は策定されていません。単年度の事業計画は、具体的な事業や保

育に関わる内容も具体化され策定されていますが、収支計画は策定

されていません。今後は、事業報告に基づき３～５年を見据えた具

体的な事業を明確にし、収支計画を含む中・長期計画を策定される

ことが望まれます。 

 

 子どものプライバシー保護等権利擁護について「個人情報保護に関

する法律」子どもの虐待防止などの措置については、「重要事項説

明書」に記載し、子どもの生活の場に相応しい心地よい環境を心が

け、排泄、着替え、シャワー時などプライバシーが守れるように配

慮し、保育を実施していますが、マニュアルは整備されていませ

ん。今後は、「個人情報保護マニュアル」「虐待防止権利擁護」

「虐待発生時対応マニュアル」等のマニュアルを整備し、職員全員

で園内研修を行い、規定やマニュアルに基づいた保育に取り組まれ

ると良いでしょう。 

 

 保育の標準的な実施方法について、保育を提供する誰もが行わなけ

ればならない基本的事項を共通化し、保育の水準や内容の差をなく

し、一定の水準・内容を実現することを目指すための保育の方法を

明文化したものを、「標準的な保育の実施方法」または「保育マニ

ュアル」として、定期的に検証・見直しを行うと良いでしょう。 

※それぞれ内容を３点程度に絞って掲載しています。評価項目毎のコメントは「評価結果対比シー

ト」の「自由記述欄」に記載しています。 
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　［様式９－２］

受診施設名

施設種別

評価機関名

訪問調査日

【保育所版】

評価結果対比シート

令和7年2月28日

一般社団法人 京都府保育協会

幼保連携型認定こども園

社会福祉法人 舞鶴学園

タンポポこども園

（注）判断基準「a b c」について

【平成２８年度以前の基準とは異なるため、当評価結果との対比はできませんのでご留意下さ

い】

(a)は質の向上を目指す際の目安となる状態、（b）は多くの施設・事業所の状態、（c）はb以上の

取り組みとなることを期待する状態、に改定されました。改訂後の評価基準に基づいた評価では

（b）が一般的な取り組み水準となり、従前に比べて（b）の対象範囲が広がります。また、改正前

に（a）であった評価項目が改正後の再受診で（a）を得られなくなる可能性もあります。



評価結果対比シート（保育）

自己評価 第三者評価

Ⅰ-１
理念・基本方針

Ⅰ-１-(１)
理念、基本方針が確立・周知され
ている。

1 ① 理念、基本方針が明文化され周知が図られている。 a a

自己評価 第三者評価

2 ①
事業経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分析され
ている。 b a

3 ② 経営課題を明確にし、具体的な取り組みを進めている。 c b

自己評価 第三者評価

4 ① 中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されている。 c c

5 ② 中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されている。 c c

6 ①
事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが組織的に
行われ、職員が 理解している。 b b

7 ② 事業計画は、保護者等に周知され、理解を促している。 b b

自己評価 第三者評価

8 ①
保育の質の向上に向けた取組が組織的に行われ、機能してい
る。 b a

9 ②
評価結果にもとづき保育所として取組むべき課題を明確に
し、計画的な改善策を実施している。 b b

Ⅰ-３-(２)
事業計画が適切に策定されてい
る。

評価分類 評価項目 通番

Ⅰ-２
経営状況の把握

評　価　細　目

[自由記述欄]

Ⅰ-２-(１)
経営環境の変化等に適切に対応し
ている。

評価結果

評価分類

Ⅰ-３-(１)
中・長期的なビジョンと計画が明
確にされている。

Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織

評価分類 評価項目

評　価　細　目

評価分類 評価項目 通番

通番 評　価　細　目
評価結果

[自由記述欄]

1：理念・基本方針は、ホームページ・パンフレット・冊子等に明文化され、保護者には冊子「見つめる目、育てる芽」を配布し説明しています。職
員には冊子を使用し園内研修を行い、周知しています。

2：事業をとりまく環境については、舞鶴市の園長会で、社会福祉全体の動向や保育に関する情報、人口動態、子どもの人数、福祉ニーズについて把
握分析しています。経営状況については、公認会計士に月１回アドバイス・助言を受け、把握分析し対策を講じています。

3：経営課題の明確化について、少子化による園児数の減少による収入減は、理事会で共有し、職員会議で職員に周知しています。今後は、改善策に
向けた対策として、舞鶴市の子どもの数の現状を伝え法人主導で改善等に取り組み、職員の要望や意見を聴き随時対応し対策を講じるとなお良いで
しょう。

評価結果

事業計画の策定

評価項目

[自由記述欄]

Ⅰ-４
福祉サービスの質
の向上への組織
的・計画的な取組

8：保育の質の向上に向け、運営委員会を設置し、外部講師を招き園内研修を実施し、日々の保育内容、行事、月間指導計画の振り返り、評価反省、
見直しをPDCAサイクルに基づいて取り組んでいます。また、職員の資質向上をはかるため、研修の機会を確保するとともに、公開保育を実施する
等、業務体制を整備しています。

9：評価結果から明確になった課題について、職員間で周知し、共有理解し、グループに分かれて取り組み、改善策を実施しています。今後は、明確
になった課題について、改善策や改善実施計画を策定されるとなお良いでしょう。

4.5：中・長期的なビジョンと計画の明確化について、中・長期の事業計画は策定されていません。単年度の事業計画は、具体的な事業や、保育に関
わる内容も具体化され策定されていますが、収支計画は策定されていません。今後は、事業報告に基づき３～５年を見据えた具体的な事業を明確に
し、収支計画を含む、中・長期計画を策定されことが望まれます。

6：事業計画の策定と実施状況の把握や評価見直しについては、運営会議で幹部職員が職員の意見の集約・反映のもとで参画し、職員会議で周知・見
直しを行っています。職員がさらに深く理解するために、今後は、事業計画を文書化して配布し、実施した計画の評価見直しを行い、次年度に反映
されるとなお良いでしょう。

7：事業計画にかかる保護者への周知・理解について、保育内容や年間計画については、保護者に掲示や園だより、アプリで周知し配布もしていま
す。今後は、年間計画と一緒に事業計画も配布されるとなお良いでしょう。

[自由記述欄]

通番

Ⅰ-４-(１)
質の向上に向けた取組が組織的・
計画的に行われている。

評価結果
評　価　細　目

1 ページ



評価結果対比シート（保育）

自己評価 第三者評価

10 ①
施設長は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理解を
図っている。 b b

11 ②
遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行ってい
る。 b b

12 ①
保育の質の向上に意欲をもち、その取組に指導力を発揮して
いる。 a a

13 ②
経営の改善や業務の実行性を高める取組に指導力を発揮して
いる。 b a

自己評価 第三者評価

14 ①
必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計画が確立
し、取組が実施されている。 c a

15 ② 総合的な人事管理が行われている。 b a

Ⅱ-２-(２)
職員の就業状況に配慮がなされて
いる。

16 ①
職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づくりに取
組んでいる。 a a

評価結果

評価分類

Ⅱ-１
管理者の責任と
リーダーシップ

Ⅱ-１-(１)
管理者の責任が明確にされてい
る。

Ⅱ-２
福祉人材の確保・
育成

10：施設長は、職員会議や園内研修において、自らの役割と責任を明らかにし、職務分担表や運営規程に記載しています。不在時の権限委任につい
て明記がありませんでしたので、今後は、「重要事項説明書」や職務分担表に記載するとなお良いでしょう。

11：施設長は遵守すべき法令を十分理解するため、特定社会保険労務士が開催する勉強会に参加し、改正された児童・子ども権利条約等、法令改正
の情報を収集しています、今後は、遵守すべき法令をリスト化し、職員に回覧周知されると、なお良いでしょう。

12：保育の質の向上に向けて運営委員会を設置し、毎月行う職員会議や運営委員会で、職員から情報や意見を収集し、保育の質の向上に関する保育
の課題や問題、内容を理解分析し、全職員と共有して、保育の質の向上のため園内研修を実施するなど、取り組んでいます。

13：経営の改善や業務の実効性を高める取組については、職員の働きやすい環境の整備について、社会保険労務士から月１～２回アドバイスを受
け、就業規則を見直し、具体的な体制を構築する等、労務の改善を行っています。

評　価　細　目

14：必要な福祉人材の確保・定着に関する計画については、「きょうと福祉人材育成認証制度」の認証を受け、就職フェア出展や大学訪問する等、
対策を講じ積極的に取り組んでいます。職員の採用・人材確保・人材育成・定着など具体的な計画は法人で一括して行っています。

15：総合的な人事管理については、年２回施設長は職員と面談し、職員の意向や希望を聴き取り、法人本部と情報を共有しています。人事管理に関
する規程や人事基準等、「トータル人事（人材）マネジメント」の考え方により実施し、法人で一括して行っています。

16：職員の就業状況や働き易い職場づくりについては、令和５年１月「京都モデル ワーク・ライフ・バランス推進企業認証制度」の認証を受け、心
身の健康と安全の確保のために年２回職員の希望や悩み相談に応じ、個別面談を行い就業状況を把握し、休暇の取得、短時間労働、健康診断、リフ
レッシュ休暇等、改善に向けて取り組み、働き易い職場づくりに積極的に取り組んでいます。

評価項目 通番

[自由記述欄]

Ⅱ-１-(２)
管理者のリーダーシップが発揮さ
れている。

[自由記述欄]

評　価　細　目

評価分類 評価項目

Ⅱ　組織の運営管理

通番

評価結果

Ⅱ-２-(１)
福祉人材の確保・育成計画、人事
管理の体制が整備されている。

2 ページ



評価結果対比シート（保育）

自己評価 第三者評価

17 ① 職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。 c b

18 ②
職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定され、教
育・研修が実施されている。 b b

19 ③ 職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されている。 a a

Ⅱ-２-(４)
実習生等の福祉サービスに関わる
専門職の研修・育成が適切に行わ
れている。

20 ①
実習生等の保育に関わる専門職の研修・育成について体制を
整備し、積極的な取組をしている。 a a

自己評価 第三者評価

21 ① 運営の透明性を確保するための情報公開が行われている。 a a

22 ②
公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が行わ
れている。 b b

自己評価 第三者評価

23 ① 子どもと地域との交流を広げるための取組を行っている。 b a

24 ②
ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確にし体制を
確立している。 b a

Ⅱ-４-(２)
関係機関との連携が確保されてい
る。

25 ①
保育所として必要な社会資源を明確にし、関係機関等との連
携が適切に行われている。 a a

26 ① 保育所が有する機能を地域に還元している。 b a

27 ②
地域の福祉ニーズにもとづく公益的な事業・活動が行われて
いる。 b a

評価結果

評価結果
通番評価項目評価分類

通番

評　価　細　目

評価項目

Ⅱ-２
福祉人材の確保・
育成

評価結果

[自由記述欄]

Ⅱ-４
地域との交流、地
域貢献

Ⅱ-４-(１)
地域との関係が適切に確保されて
いる。

23：子どもと地域の交流について、地域交流の一環として施設訪問や敬老会、地域の高校生と交流、舞鶴市のイベントに参加しています。また、子
育て相談や子育て支援などを掲示板、玄関に掲示し、保護者に情報を提供し、支援を行うよう努めています。

24：ボランティアの受け入れに対する基本姿勢については、ボランティア受け入れマニュアルを整備し、地域の高校生の家庭科授業、部活動、イン
ターンシップの職場体験等、地域の学校施設の体験学習を積極的に受け入れ、学校教育に協力する等、地域貢献活動を行っています。

25：保育所として必要な社会資源の明確化と関係機関との連携については、子どもにより良い保育を提供するため、舞鶴市や児童相談所、保健所、
療育機関など、各関係機関をリスト化し連携を取っています。一人一人の子どもの情報は職員会議で共有し、支援の必要な子どもに対して、それぞ
れの発達に応じて、専門機関と連携を取り、アドバイスを受けるなど対処しています。

26：保育所が有する機能を地域に還元することについては、育児講座、園庭開放、子育て相談等地域の子育て家庭と交流し、情報を提供する等、積
極的に行っています。地域のニーズに応じて学校施設や体験学習等学校教育にも貢献、支援活動も行い、災害時の地域における役割等の対策として
飲料水他食品を備蓄する等、地域に貢献できる体制を整備しています。

27：地域の福祉ニーズにもとづく公益的な事業活動については、園独自で舞鶴自衛隊と法人間で緊急登庁支援の協力に関する協定を締結し、有事の
際、自衛隊の子どもを預かるなど、地域の福祉ニーズを把握し、子育てサポートに取り組んでいます。また、高校生の体験学習やインターンシップ
の職場体験等、学校教育にも貢献し、地域活動を支援する等、積極的に取り組んでいます。

評価分類

21：運営の透明性を確保するための情報公開については、理念・基本方針・保育内容や事業や財務に関する情報を法人の機関紙（くつろぎ）やホー
ムぺ－ジに公開しています。地域に対しては、園だよりや「くつろぎ」の情報紙でこども園の存在意義や役割を明確にするよう努めています。

22：運営の公正さと透明性については、経理規程に基づき、公認会計士に定期的に監査を依頼し、アドバイスを受け、適正な経営を行っています。
また、内部において施設長、事務長によるチェックを行う等管理体制を設け、内部監査も定期的に行われていますが、職員に周知までは行っていま
せん。今後は、経理に関する職務分掌と権限・責任を明確にし、職員に周知することで透明性の高い運営・経営が確保できれば、なお良いでしょ
う。

[自由記述欄]

Ⅱ-３-(１)
運営の透明性を確保するための取
組が行われている。

Ⅱ-４-(３)
地域の福祉向上のための取組を
行っている。

[自由記述欄]

Ⅱ-２-(３)
職員の質の向上に向けた体制が確
立されている。

評　価　細　目評価分類

17：法人理念・基本方針に基づいて、職員一人一人キャリアパスに基づいて積極的に研修に参加していますが、職員一人一人の目標や目標管理シー
トは設定されていません。今後は、明確にしている「タンポポこども園の職員像」に向けて、来年度実施予定の目標管理制度を推進することで、目
標管理制度に関わる規程を策定し、職員一人一人の「個人目標シ－ト」を設定し、一人一人の育成に取り組まれるとなお良いでしょう。

18：職員の教育・研修に関する基本方針や計画について、研修委員の下、基本姿勢を明確にし、実施していますが、職員の希望だけを尊重した研修
計画となっています。今後は、職員の知識、技術や専門資格について、具体的な目的を明記した計画を策定されると、なお良いでしょう。

19：職員一人一人に対して、キャリアパス制度に基づいて教育・研修の機会を保障しています。パ－ト職員に対しても研修の機会を保障しており、
研修受講後は研修報告を提出し、会議にて職員間で共有しています。

20：実習生の保育に関わる専門職の研修・育成について、実習生受入マニュアルを整備し、積極的な受け入れに取り組んでいます。実習生に対し
て、実習内容全般を計画的に学べるよう学校と連携を取り、プログラムを整備しています。また、実習生指導者に外部研修を実施しています。

評価項目

Ⅱ-３
運営の透明性の確
保

評　価　細　目

通番
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評価結果対比シート（保育）

自己評価 第三者評価

28 ①
子どもを尊重した保育について共通の理解をもつための取組
を行っている。 b a

29 ②
子どものプライバシー保護等の権利擁護に配慮した保育が行
われている。 c b

30 ①
利用希望者に対して保育所選択に必要な情報を積極的に提供
している。 a a

31 ②
保育の開始・変更にあたり保護者等にわかりやすく説明して
いる。 b b

32 ③
保育所等の変更にあたり保育の継続性に配慮した対応を行っ
ている。 b b

自己評価 第三者評価

33 ① 苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能している。 b a

34
保護者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、保護者等に
周知している。 b a

35 ③
保護者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速に対応し
ている。 a b

Ⅲ-１
利用者本位の福祉
サービス

[自由記述欄]

評価分類 評価項目 通番
評価結果

[自由記述欄]

33：苦情・相談については、「重要事項説明書」に要望・苦情に関する相談窓口として、対応体制など記載、周知され玄関には意見箱が設置され、
苦情解決の仕組みについて分かりやすく説明、掲示され、苦情解決のための取組が機能しています。苦情内容、相談に関する検討内容や対策は必ず
記録を行い、苦情カードの配布や行事ごとにアンケ－トを実施し、保護者が意見を申し出やすいよう工夫し、保護者からの意見をもとに環境や保育
の振り返りを行い、保育の質の向上のための仕組みに取り組んでいます。

34：保護者が相談や意見を述べやすい環境整備については、個人懇談を年２回行い、行事後アンケ－トを実施しています。保護者から意見や相談を
伝えやすいよう相談窓口や相談室を設置する等、環境を整備しています。

35：保護者からの相談や意見に対しては、日々のコミュニケーションや、保護者アンケ－トの実施により、保護者の相談や意見の把握に努め、内容
については、職員全員で認識把握し、迅速に対応しています。今後は、相談や意見・要望に対して現在行っていることなどを、具体的な対応の手順
など盛り込んだマニュアルの整備をすると、なお良いでしょう。

Ⅲ-１-(２)
福祉サービスの提供に関する説明
と同意（自己決定）が適切に行わ
れている。

評価分類 評価項目 通番

Ⅲ　適切な福祉サービスの実施

評　価　細　目

28：子どもを尊重した保育については、園の冊子「見つめる目　育てる芽」に「児童憲章」を謳っており、子どもを尊重した保育についての基本姿
勢が明示され、保護者には入園式で配布、説明しています。職員は常時携帯しており、職員室には「倫理綱領」を掲示し、理解を深めると共に共通
理解を持つため、職員会議で周知徹底しています。

29：子どものプライバシー保護等権利擁護については、「個人情報の保護に関する法律」、子どもの虐待防止などの措置については、「重要事項説
明書」に記載し、子どもの生活の場にふさわしい心地よい環境を心がけ、排泄、着替え、シャワー時などプライバシーが守れるように配慮し、保育
を実施していますが、マニュアルは整備されていません。今後は、「個人情報保護マニュアル」「虐待防止権利擁護」「虐待発生時対応マニュア
ル」等のマニュアルを整備し、職員全員で園内研修を行い、規程やマニュアルに基づいた保育に取り組まれると良いでしょう。

30：利用希望者に対する情報については、園のパンフレッド、冊子を使用し、園の情報を分かりやすく説明し、園見学者には随時個別に丁寧な対応
に努めています。

31：保育の開始・変更時には「見つめる目　育てる芽」と「重要事項説明書」を用いて保護者に丁寧な説明を心がけ、年度途中では園だよりで分か
りやすく説明し同意書を得ています。今後は、特に配慮の必要な保護者にはルール化し、適切な説明、対応をされると良いでしょう。

32：保育所等の転園や卒園に当たっては、保育の継続性を損なわないように電話等で相談に応じたり要録を渡していますが、引継ぎや申し送り手順
の文書は定めていません。今後は、保育終了後も継続性を配慮し、相談方法、担当等窓口を設置した内容を記載した文書を渡すと、なお良いでしょ
う。

評価結果
評　価　細　目

Ⅲ-１-(４)
利用者が意見等を述べやすい体制
が確保されている。

Ⅲ-１-(１)
利用者を尊重する姿勢が明示され
ている。

Ⅲ-１
利用者本位の福祉
サービス
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評価結果対比シート（保育）

自己評価 第三者評価

36 ①
安心・安全な福祉サービスの提供を目的とするリスクマネジ
メント体制が構築されている。 a a

37 ②
感染症の予防や発生時における子どもの安全確保のための体
制を整備し、 取組を行っている。 b a

38 ③
災害時における子どもの安全確保のための取組を組織的に
行っている。 b a

39 ④
不審者の侵入時などに対応できるマニュアルがあり、全職員
に周知されている。 b b

自己評価 第三者評価

40 ①
保育について標準的な実施方法が文書化され保育が提供され
ている。 a c

41 ②
標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確立してい
る。 b c

42 ① アセスメントにもとづく指導計画を適切に策定している。 a a

43 ② 定期的に指導計画の評価・見直しを行っている。 b a

44 ①
子どもに関する保育の実施状況の記録が適切に行われ、職員
間で共有化されている。 a a

45 ② 子どもに関する記録の管理体制が確立している。 a b

評価項目
評価結果

評価結果

通番

[自由記述欄]

評価分類

通番

36：安心安全な福祉サ－ビスの提供を目的とするリスクマネジメントについて、子どもの安心と安全を確保するためリスクマネジメント会議を月１
回行い、「ヒヤリハット報告」「事故報告書」等の事例の収集を積極的に実施し、原因分析と改善策、再発防止の検討を行うよう取り組んでいま
す。

37：感染症対策については、感染症発生時の対応マニュアルについて定期的に検討・見直しを実施し、感染症の予防対策や安全確保について、研
修、勉強会を行っています。また、感染症が発生した時は、掲示やアプリで保護者に周知しています。

38：災害時における子どもの安全確保については、災害時に子どもの安全を図る為「災害時の対応マニュアル」が整備され、研修、訓練を定期的に
行っています。毎月１回避難訓練を実施し、防災計画に基づいて消防署、警察などの協力の下、避難訓練を実施しています。

39：不審者対応については、「不審者対応マニュアル」が整備され、対応、手順の方法を定めています。出入口に監視カメラの整備を行い管理して
います。今後は、マニュアルを定期的に見直し、警察と連携を取り、マニュアルに基づいて研修をされると、なお良いでしょう。

[自由記述欄]

Ⅲ-１
利用者本位の福祉
サービス

Ⅲ-１-(５)
安心・安全な福祉サービスの提供
のための組織的な取組が行われて
いる。

評価分類 評価項目

Ⅲ-２
福祉サービスの質
の確保

Ⅲ-２-(１)
提供する福祉サービスの標準的な
実施方法が確立している。

Ⅲ-２-(２)
適切なアセスメントにより福祉
サービス実施計画が策定されてい
る。

Ⅲ-２-(３)
福祉サービス実施の記録が適切に
行われている。

40.41：保育の標準的な実施方法については、一部分の事項のみ文書化されており、保育マニュアルとして機能していません。保育を提供する職員誰
もが行わなければならない基本的事項を共通化し、保育の水準や内容の差をなくし、一定の水準、内容を実現することを目指すための保育の方法を
明文化したものを「標準的な保育の実施方法」または「保育マニュアル」として、定期的に検証・見直しを行うと良いでしょう。

42：アセスメントに基づく指導計画については、入園時に保護者面談を行い保護者の意向を反映し、アセスメント手法に基づき適切なアセスメント
を実施しています。一人一人の目標、課題を設定し、個別の指導計画を策定し、定期的に振り返り見直しに努め、適切な保育を心がけています。

43：定期的な指導計画の評価・見直しについては、月間指導計画等、担任が指導計画を作成し、園長、副園長、主任が助言・指導を行い、その後点
検し評価を行っています。見直しによって変更した指導計画の内容を関係職員に周知し、次の指導計画の作成につなげています。

44：子どもの発達過程や生活状況の記録は毎月主任が点検し、指導を行っています。必要な情報は職員会議で情報共有し、職員で書き方、記録の内
容に差異がないよう発達に応じて記録を統一化し、職員への指導を工夫しています。

45：子どもに関する記録の管理体制については、「重要事項説明書」に「秘密の保持と個人情報の保護について」「個人情報のガイドラインを遵守
し、事業において個人情報の保護に努めます」と記載はありますが、個人情報保護規程等は策定されていません。今後は、それを策定し、子どもの
記録の管理、保管、保存、廃棄、情報の提供に関する規程を定め、職員に対し教育・研修をし、理解をはかり、遵守すると良いでしょう。

評　価　細　目

評　価　細　目
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評価結果対比シート（保育）

自己評価 第三者評価

Ａ-１-(１)
全体的な計画の編成

46 ①
保育所の理念、保育の方針や目標に基づき、子どもの心身の
発達や家庭 及び地域の実態に応じて全体的な計画を編成して
いる。

a a

47 ①
生活にふさわしい場として、子どもが心地よく過ごすことの
できる環境を整備している。 b a

48 ②
一人ひとりの子どもを受容し、子どもの状態に応じた保育を
行っている。 a a

49 ③
子どもが基本的な生活習慣を身につけることができる環境の
整備、援助を行っている。 a a

50 ④
子どもが主体的に活動できる環境を整備し、子どもの生活と
遊びを豊かにする保育を展開している。 a a

自己評価 第三者評価

51 ⑤
乳児保育（０歳児）において、養護と教育が一体的に展開さ
れるよう適切な環境を整備し、保育の内容や方法に配慮して
いる。

a a

52 ⑥
３歳未満児（１・２歳児）の保育において、養護と教育が一
体的に展開されるよう適切な環境を整備し、保育の内容や方
法に配慮している。

a a

53 ⑦
３歳以上児の保育において、養護と教育が一体的に展開され
るよう適切な環境を整備し、保育の内容や方法に配慮してい
る。

a a

54 ⑧
障害のある子どもが安心して生活でき喜んで遊べる環境を整
備し、保育の内容や方法に配慮している。 b a

55 ⑨
長時間にわたる保育のための環境を整備し、保育の内容や方
法に配慮している。 b b

56 ⑩
小学校との連携、就学を見通した計画に基づく、保育の内容
や方法、保護者との関わりに配慮している。 a a

[自由記述欄]

Ａ-１　保育内容

評価結果

評価分類

46：全体的な計画については、理念、教育保育方針に基づき作成し、毎年職員が見直しをしています。

47：ランチルームやお昼寝専用の部屋はありませんが、保育室の中で場所を分けるなど工夫に努めています。また、集団から離れたい子どもがくつ
ろいで過ごせる部屋を設けるなど、一人一人が落ち着いて過ごせる空間作りに努めています。

48：子どもを受容し、状態に応じて行う保育については、子ども一人一人の思いや欲求を受け止め、保育や援助を行い、クラス、職種関係なく密に
報告し合い、一人一人の様子について共通理解を深めるよう取り組んでいます。

49：基本的な生活習慣の自立へむけた環境整備については、保護者との情報交換を行い、一人一人に合わせて環境を整え援助するように取り組んで
います。また、子ども自ら意欲的に取り組めるよう、わかりやすいイラストを使って、手順や約束を知らせる工夫にも努めています。

50：主体的な生活や遊びの保障については、どの保育室にも遊びのコーナーを作り、子どもの手の届く所に発達に合わせた手作りの玩具や絵本があ
り、 子どもが興味を持って遊んだり、作ったものを置いて、継続的に遊んだりしてじっくり取り組める時間と場所を保障するよう努めています。

通番

Ａ-１-(２)
環境を通して行う保育、養護と教
育の一体的展開

Ａ-１-(２)
環境を通して行う保育、養護と教
育の一体的展開

Ａ-１
保育内容

Ａ-１
保育内容

評価分類 評価項目 評　価　細　目

評価結果
通番評価項目

[自由記述欄]

51：乳児保育については、毎日の連絡ノートやドキュメンテーションで、子どもの様子を保護者と共有し、送迎時には密に連絡を取り合い、保護者
が安心して子どもを預けられるよう努めています。

52：３歳未満児の保育については、手作りの玩具や衣装、パズル、ＣＤなど、子どもが興味を持ち、自分で選んで遊べるよう環境を整備し、その中
で子どもたちはじっくりと好きな遊びを楽しんおり、時に保護者も一緒に遊びの中に入り、友だちの関わり方を伝えながら遊びを楽しむ工夫をして
います。

53：３歳以上児の保育については、廃材、自然物など様々な素材を使って、自分たちで作った物を遊びに取り入れたり、サーキットで全身を使って
遊んだり、好きな遊びを選択して遊べるよう工夫しています。また、積極的に散歩に出かけ、地域の方とオオサンショウウオを観察するなど、地域
の方との触れ合いや豊かな自然を満喫しています。
 
54：障害のある子どもには個別の指導計画を作成し、必要に応じて医療機関や専門機関と連携を取りながら保育に取り組んでいます。子どもが落ち
着いて過ごせる環境を整備するなど、配慮に努めています。

55：長時間保育については、保護者への連絡事項の引継ぎを行い、連絡漏れがないよう配慮し、異年齢で安心安全に遊べる環境を整えていますが、
指導計画等に位置づけがありませんでした。教育、保育要領にあるように、保育内容や方法、職員の協力体制など、今行っていることを位置付けさ
れると良いでしょう。

56：小学校との連携については、保育要録の送付や学校職員との会議など、小学校との連携に努めています。また、子どもは交流活動が年に３～４
回あり、小学校の児童と交流する機会を積極的に設けています。

評　価　細　目
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評価結果対比シート（保育）

自己評価 第三者評価

57 ① 子どもの健康管理を適切に行っている。 b b

58 ② 健康診断・歯科健診の結果を保育に反映している。 b b

59 ③
アレルギ－疾患、慢性疾患等のある子どもについて、医師か
らの指示を受け適切な対応を行っている。 a a

60 ① 食事を楽しむことができるよう工夫をしている。 a a

61 ②
子どもの喫食状況を把握するなどして、献立の作成・調理の
工夫に活かしている。 a a

自己評価 第三者評価

Ａ-２-(１)
家庭との緊密な連携

62 ①
子どもの生活を充実させるために、家庭との連携を行ってい
る。 a a

63 ① 保護者が安心して子育てができるよう支援を行っている。 b a

64 ②
家庭での虐待等権利侵害の疑いのある子どもの早期発見・早
期対応及び 虐待の予防に努めている。 b a

Ａ-３-(１)
保育実践の振り返り（保育士等の
自己評価）

65 ①
保育士等が主体的に保育実践の振り返り（自己評価）を行
い、保育実践の改善や専門性の向上に努めている。 c b

[自由記述欄]

Ａ－２
子育て支援

Ａ-２-(２)
保護者の支援

Ａ-２　子育て支援

評価分類

[自由記述欄]

57：子どもの健康管理については、マニュアルは作成中ですが、保護者と情報を共有しながら毎日子どもの健康管理に気をつけています。ＳＩＤＳ
への取り組みは睡眠中の子どもの様子を確認し、記録を残しています。今後は、掲示物やしおりなどで、 保護者に情報を提供されると良いでしょ
う。

58：年２回の健康診断と年１回の歯科健診を０～５歳児全員に行って、結果を保護者に知らせ、職員は情報を共有しています。また、結果により配
慮することにも努めています。今後は、行っていることを指導計画などに記載されるとなお良いでしょう。

59：食物アレルギーの子どもには、マニュアルを整備し、医師の指示書に基づき給食を提供しています。アレルギーのある子どもの給食は食器、ト
レーの色を変えて提供し、また、随時、園長・副園長がアレルギーについての注意点について話をされるなど誤食防止に努めています。

60：食事を楽しむ工夫については、２～３月の献立には卒園する５歳児一人一人のリクエストがメニューとなる日があり、献立表に記載していま
す。毎月の食育だより、展示食や試食会の実施など、家庭との連携にも努めています。

61：献立の作成や調理の工夫については、「トナカイさんのハヤシライス」や「ハロウィンのカップケーキ」など、季節感や行事を取り入れた献立
を工夫しています。また、子どもたちが育てたじゃがいもやきゅうりなど、旬の野菜を献立に取り入れて、子どもがクッキングを楽しむ取組もあり
ます。

評価項目 通番

62：家庭との連携については、玄関にドキュメンテーションや毎日のクラスの様子を書いて掲示しています。また、０～５歳児まで全員連絡ノート
があり、子どもの様子を家庭と共有しています。

63：保護者に対する子育て支援については、 送迎時に保護者とコミュニケーションを取り、信頼関係を築くように努めており、年２回の個人懇談を
実施し、保護者から相談を受けたらいつでも応じる体制があり記録も残しています。

64：虐待等権利侵害の予防については、研修を行っていないとのことでしたが、日頃から虐待の兆候を見逃さないよう保護者や子どもの様子に細心
の注意を払い、少しでもおかしいと感じれば報告するように施設長が話をし、虐待の早期発見に日々努めています。また、マニュアルも整備し、児
童相談所等の関係機関との連携体制も整っています。

65：自己評価は行っていないとのことでしたが、各自で毎月月案などの指導計画で保育を振り返り、保育の質の向上や改善に努めています。今後
は、自己評価の記録を園全体で共有し、次年度の保育につなげていかれると良いでしょう。

評価分類 評価項目 通番

Ａ-１
保育内容

Ａ-１-(３)
健康管理

Ａ-１-(４)
食事

評価結果

評　価　細　目
評価結果

評　価　細　目
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